
 

 

令和８年度事業計画（案）  

 

一般財団法人日本陶業連盟 

 

 一般財団法人日本陶業連盟においては、国内陶磁器産業全般に亘る振興・発展並びに陶

磁器文化の普及・向上を図るため、本年度において、以下の事業を行うこととする。 

 

１．日本陶磁器センタービルの活用を通じた地域貢献及び公益事業 

①当連盟の公益事業として、中部リサイクル運動市民の会へ当センター５階事務所を無

償貸与することで同会が実施する公益事業の支援を行う。また、同会が行うリサイク

ル事業（リサイクル市への会場提供等）に協力する。 

②愛知県国登録有形文化財所有者の会が主催する有形文化財建物公開事業への協力。 

 

２．陶磁器事業者の経営改善に関する事業 

①会員団体及び傘下事業所の経営安定・改善に資するため、各種経済状況について情報

の収集と提供を行う。また、国及び関連する団体等と協調し、会員団体に有用な支援

策などの情報提供等を行う。 

②国の中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置に必要な証明書発行団体と

して、陶磁器製造事業者が導入する設備に対し生産性向上の証明を行う。 

 

３．陶磁器に関する情報の収集及び提供事業 

①経済産業省の発表する、生産動態統計月報及び、工業統計のデータ等を活用し、それ

から得られた、陶磁器業界の現況と推移等の情報を、日陶連ニュース、ホームページ

等により発信する。 

②陶業連盟が保有するＪＩＳ規格（耐熱食器・ボーンチャイナ）の管理、ＩＳＯ基準な

どについて国内及び、諸外国の動向等を把握し適宜その情報を提供する。 

 

４．陶磁器に関する知識の普及及び啓発事業 

①日本陶磁器センターの４階展示室において日本陶業連盟が保有する昭和初期の工芸技

術作品を展示するともに、ホームページに掲載し一般参観へのＰＲを行う。 

②同工芸作品を、関係する公的機関等からの貸出し要請に応じるなど、広く一般に公開

させることで日本陶磁器産業の文化的向上に努める。 

  



 

 

５．電磁器製品、窯業顔料の業界振興事業 

①電磁器製品（ガイシ等）メーカーの全国組織である日本電磁器協会と、窯業顔料メー

カーの全国組織である日本窯業顔料工業会の事務を受託するともに、各団体構成員の

情報の共有のための各種会議の開催。 

②日本電磁器協会の保有するＪＩＳ規格の管理（改正等）。 

 

６．労働基準法及び労働安全衛生法に係る情報の提供 

 

７．じん肺対策の強化をはじめ健康診断、環境測定等改善指導などの推進 

 

８．最低賃金制度などの指導および情報提供 

 

９．外国人技能実習制度による技能評価試験に関する事業 

①国の国際貢献の一環として実施する「外国人技能実習制度」に基づき、技能習得を目

的に来日する外国人に対し、陶磁器製品製造技術の習得のための技能実習の推進。 

②外国人実習生の技能の修得度を段階的に評価するための各級試験（初級・専門級・上

級）の実施。 

 

10.特定技能外国人制度による外国人雇用に関する事業 

 ①特定技能外国人の受入れ事業を実施する一般社団法人工業製品製造技能人材機構（Ｊ

ＡＩＭ）の指導のもと、特定技能外国人の雇用に向けた取り組み。 

 

11.育成就労外国人制度による試験実施に関する事業 

 ①育成就労外国人の技能の習得度を段階的に評価するための各級試験（初級・専門級）

の実施に向けた取り組み。 

 

12．日本陶磁器センタービルの賃貸、管理・運営に関する事業 

①日本陶磁器センタービルの貸事務所、貸会議室の稼働率向上を目指すとともに、その

ための維持管理に必要な修理・保全の推進。 

②法例に定める建物の防火管理と、防火設備の更新。 

③館内テナント事務所、店舗と協調し犯罪、災害の防止等に努める。 

  

13．その他、陶磁器業界に必要とする事業の推進 


